
- 1 -

令和８年度 秋田港国際コンテナ利用促進奨励金募集要領

令 和 ８ 年 ４ 月

秋田市商工貿易振興課

１ 事業の目的

秋田市では、秋田港の利用促進を図るため、秋田港の国際定期コンテナ航路を

利用（輸出入）している市内企業等を対象に、コンテナ貨物輸送費や陸送費等に

対して奨励金を支給します。

２ 奨励金の概要

(1) 奨励金額（限度額）

ア 対象年度期間において、１社あたり５ＴＥＵ(※)までとする。

※２０フィートコンテナ１本を１ＴＥＵとし、４０フィートコンテナ１本

は、２ＴＥＵとする。

イ コンテナの種別

(ｱ) ドライコンテナ １ＴＥＵあたり５万円

(ｲ) リーファーコンテナ １ＴＥＵあたり７万円

※１ＴＥＵあたりの経費が、上記の金額に満たない場合は、実際の経費

まで減額（千円未満切捨て）となります。

(2) 奨励金の対象期間

令和８年４月１日から令和９年３月１０日まで

(3) 対象経費

奨励金の対象期間内に、秋田港の国際定期コンテナ航路利用に関連した以下

に掲げる経費です。（市、県又は国の制度の奨励金交付を受けている場合は除

きます。）

ア 陸上運賃（コンテナ運搬料）※秋田港発着分のみ

イ 海上運賃

ウ コンテナヤードにおけるコンテナ取扱い作業費用

エ 船荷証券作成費用

オ バンニングおよびデバンニング費用

カ 梱包作業費用

３ 申請に必要な資格等

(1) 有資格条件

ア 秋田市内に本社もしくは本部があり、製造・営業等の事業を行っている企

業等であること。

イ 奨励金の対象期間に国際定期コンテナ航路を利用する荷主であり、荷主証

券等に荷主として記載されていること。

ウ 秋田港国際定期コンテナ貨物計画が交付対象年度において、５０ＴＥＵ未

満であること。

※交付決定後に、５０ＴＥＵ以上となった場合は、交付決定が取消しとな
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ります。

(2) 欠格事項

本事業に申請する企業は、次の全ての事項に該当しないこと。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の第１項各号お

よび第２項各号のいずれかに該当する法人等で、その事実があった後２年を

経過していないもの（同項各号のいずれかに該当する法人等で、その事実が

あった後２年を経過していないものを代理人、支配人その他の使用人として

使用する法人等を含む。）

イ 申請の日において本市の指名停止措置を受けている法人等

ウ 申請の日において破産手続、再生手続又は更正手続が開始されている法人等

エ 秋田市暴力団排除条例（平成２４年秋田市条例第１０号）第２条に規定す

る暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する法人等

オ 市税に滞納がある法人等

４ 申請の手続き

(1) 提出書類

ア 奨励金交付申請書（様式第１号）

イ 誓約書（様式第２号）

ウ 奨励事業に関する船荷証券

エ 法人登記事項証明書（全部事項証明書）

オ 市税に未納がない証明書

(2) 提出場所 〒０１０－８５６０

秋田市山王一丁目１番１号 市庁舎３Ｆ

産業振興部商工貿易振興課 貿易振興担当

(3) 受付期間

令和８年４月１日(水)から令和９年３月１０日(水)まで

（土曜日・日曜日および祝日を除く）

(4) 受付時間

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

(5) 提出方法

持参、メール又は郵送

※全ての提出書類が期限内に到着しない場合は失格となります。

(6) 提出部数

正本１部を提出してください。

※必要と認める場合は、追加資料の提出を求める場合があります。

(7) 申請書類の様式

秋田市のホームページからダウンロードしてください。

(8) 費用の負担

申請に要する経費は、すべて申請者の負担とします。

(9) その他留意事項

ア 申請書類等に虚偽の記載があった場合は、失格とします。

イ 提出された書類は、返却しません。

ウ 提出された書類は、本件以外に使用しません。
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エ 奨励金交付決定に対する異議は受け付けません。

オ 提出された書類については、秋田市個人情報保護条例（平成１７年秋田市

条例第１１号）の規定に基づき非公開とすべき部分を除き、公開されること

があります。

５ 消費税の取扱いについて

・奨励金の交付申請の際、対象経費から奨励金に係る消費税および地方消費税に

係る仕入控除税額（以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して提出

すること。

・実績報告時に消費税等仕入控除税額が明らかとなった場合は、消費税等仕入控

除税額を減額して、報告を行うこと。

・事業完了後に消費税等仕入控除税額が確定した場合、速やかに本市に報告する

こと。なお、報告の内容により消費税等仕入控除税額の返還が発生する可能性

があります。

６ 問合せ先

秋田市産業振興部商工貿易振興課

電 話 ０１８－８８８－５７３０

メール ro-inpr@city.akita.lg.jp

※別紙 提出書類等一覧も参照のこと
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別 紙

提出書類等一覧

１ 交付申請時

１ 奨励金交付申請書〔様式第１号〕

２ 誓約書〔様式第２号〕

３ 奨励事業に関する船荷証券

４ 法人登記事項証明書（全部事項証明書）

５ 市税に未納がない証明書

※その他必要書類の提出を求める場合があります。

２ 補助金請求時

１ 請求書〔様式第５号〕


